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Startale Group Pte. Ltd.との業務提携に関する基本合意書締結のお知らせ 

 
当社は、2026 年 6 月 8 日開催の経営会議において、Startale Group Pte. Ltd.（シンガ

ポール、CEO：渡辺創太氏、以下「Startale 社」といいます。）との間で、ブロックチェ

ーン関連事業における業務提携基本合意書（以下「本 MoU」といいます。）を締結いたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 基本合意書締結の経緯 

当社は「イーサリアムカンパニーとして、金融インフラの未来を広げる」を掲げ、イー

サリアムの中長期保有と開発を軸に事業を推進しております。一方、Startale 社は、渡辺

創太氏が 2023 年に設立した SBI グループとソニーグループが出資をしている Web3テクノ

ロジー企業です。 

両社の代表者である田原弘貴と渡辺創太氏は、ともに 2019年に Web3 領域で事業を展開

してきた同世代の経営者であり、業界内での交流を通じて相互の事業内容や戦略的方向性

を認識してまいりました。当社がイーサリアムの実利用に向けた BUIDL事業を本格化させ

る中、Startale社がブロックチェーン関連技術の社会実装を推進していることから、本

MoUの締結に至りました。 

両社は、ブロックチェーン関連事業における技術検証、事業開発上の連携及びその他両

社が合意する個別施策について協議を進め、それぞれの知見・ネットワークを活用した

Web3 領域におけるユースケース創出及び事業機会を検討してまいります。 

当社は、本 MoUを契機として、Startale 社との協議を通じ、当社 BUIDL事業における新

たな事業機会の創出を目指します。 

 

２ 基本合意書締結の内容 

 両社は、以下の事項について協議・検討してまいります。 

（１） 両社の手掛けるブロックチェーン関連プロダクトに関する開発支援、IPプロジェ

クト等の紹介、その他協業 



ブロックチェーンネットワーク上でのプロダクト開発・技術検証・IP 活用・導入支援お

及びエコシステム拡大に向けたパートナー開拓・ユースケース創出 

（２）日本円ステーブルコインを始めとした関連事業開発、顧客開拓、ユースケース創出

及び事業提携 

 ブロックチェーン技術を活用した決済・RWA・企業向け Web3基盤その他のユースケース

創出及び関連プロダクトの調査・設計・実証  

（３）その他、両社が合意する個別案件 

 事業領域・収益モデルの共同検討、パートナー企業等との案件組成、定期的な情報交換

その他両社が合意する連携事項 

 

３ 業務提携の相手先の概要 

（１） 名称 Startale Group Pte. Ltd. 

（２） 所在地 105 CECIL STREET #24-02 THE OCTAGON 

SINGAPORE 

（３） 代表者の役職・氏名 CEO 渡辺創太 

（４） 事業内容 ブロックチェーンインフラ開発・Web3

事業コンサルティング・dApps開発・ト

レジャリー運用支援 

（５） 設立年月日 2023 年 1 月 3 日 

（６） 主な株主 経営陣、SBIグループ、ソニーグループ

等 

（７） 当社と当該会社との間の関係 資本関係：なし  

人的関係：なし  

取引関係：なし  

関連当事者への該当状況：該当なし 

（８） URL https://startale.com/ 

株主の持ち分比率、財務情報については相手先の要望により非開示としております。 

 

４ 日程 

（１） 経営会議決議日 2026 年 6 月 8 日 

（２） 契約締結日 2026 年 6 月 8 日 

（３） 協議開始日 2026 年 6 月 9 日（予定） 

 

５ 今後の見通し 

https://startale.com/


本 MOUは、現時点において個別の業務委託、共同事業、資本提携その他具体的な取引の

実施を確約するものではなく、法的拘束力を有するものではありません。個別施策の内

容、実施時期、条件等については、今後の協議を経て別途合意する場合があります。 

 なお、現時点において当社の業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、中

長期的な企業価値向上に資するものと考えております。今後、開示すべき事項が発生した

場合は、速やかに開示いたします。 

 

以 上 


